
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 

 

 

 

 

１ 趣旨 

有料老人ホーム事業者である有限会社ＦＵＴＵＲＥに対し，老人福祉法（昭和３８年

法律１３３号）第２９条第１５項の規定に基づく行政処分を令和７年４月２日に行いまし

た。 

 

２ 対象事業者等 

⑴ 対象事業者 

   法 人 名： 有限会社ＦＵＴＵＲＥ 

   代 表 者 名： 代表取締役 重原 司 

   所 在 地： 北海道旭川市９条通１５丁目２４番地の５２６ 

⑵ 対象施設 

   施 設 名： 有料老人ホーム自由未来 

   所 在 地： 旭川市１０条通１５丁目２４番地 

   類 型： 住宅型 

 

３ 処分の内容 

  老人福祉法第２９条第１５項に基づき，改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 

 

４ 処分の理由となる事実 

有料老人ホーム自由未来（以下「当該施設」という。）の介護職員（以下「当該職員」

という。）により，入居者に対し，次の人格尊重義務違反が行われた。 

当該職員が，当該施設の入居者に対し，徘徊等の行動を抑制することを目的として，

当該入居者には処方されていない向精神薬であるリスペリドンを服用させた。 

当該行動を抑制する行為は身体的拘束又はその他入居者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）に該当するものであるが，あらかじめ当該施設におい

て必要性等の検討や利用者家族の同意等は行われておらず，緊急やむを得ない場合に

当たらないことから，人格尊重義務違反（身体的虐待）に該当する。 

 

５ 改善命令の内容 

⑴ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 

⑵ やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わないこと及び適切な手続きに基づかな

い身体的拘束等は身体的虐待に該当すること等について，介護職員に周知徹底する

こと。 

令和７年４月２日 

旭川市福祉保険部指導監査課 


